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(2)年頭のあいさつ

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
皆
様
に
は
つ
つ
が
な
く
新
し
い
年

を
お
迎
え
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

平
素
よ
り
村
農
業
委
員
会
に
対
し
ま
し
て

ご
理
解
と
ご
支
援
を
頂
き
ま
し
て
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
の
大
潟
村
の
作
柄
は
水
稲
、
畑
作

と
も
に
大
変
厳
し
い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

水
稲
は
植
え
つ
け
後
の
低
温
で
茎
数
の
増

加
が
抑
制
さ
れ
、
そ
の
後
夏
の
猛
暑
、
度

重
な
る
台
風
の
襲
来
で
塩
害
、
籾
の
脱
粒

等
、
発
表
さ
れ
た
作
況
指
数
を
疑
い
た
く

な
る
よ
う
な
状
況
も
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

畑
作
も
幾
度
の
集
中
豪
雨
で
滞
水
す
る
圃

場
も
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
農
政
も

大
き
な
変
化
の
年
と
な
る
今
年
、
秋
田
県

全
体
、
そ
し
て
村
内
も
主
食
用
米
の
作
付

け
が
増
加
し
ま
し
た
が
販
売
価
格
は
大
き

な
下
落
が
無
か
っ
た
こ
と
は
幸
い
で
し

た
。

　
ま
た
、
玉
ネ
ギ
の
栽
培
も
試
験
栽
培
も

含
め
二
十
数
戸
の
経
営
体
が
参
加
さ
れ
、

秋
の
好
天
に
も
恵
ま
れ
順
調
と
聞
い
て
お

り
ま
す
。
高
収
益
作
物
の
拡
大
が
急
務
の

今
、
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
。

　
平
成
三
十
年
度
全
国
農
業
委
員
会
会
長

代
表
者
集
会
が
（
一
般
社
団
法
人
全
国
農

業
会
議
所
　
会
長
　
二
田
孝
治
秋
田
県
農

業
会
議
会
長
　
主
催
）
が
東
京
都
港
区
の

「
メ
ル
パ
ル
ク
ホ
ー
ル
」
で
全
国
か
ら
一

千
数
百
名
の
参
加
の
も
と
盛
大
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
現
在
「
新
・
農
地
を
活
か
し
、

担
い
手
を
応
援
す
る
全
国
運
動
」
の
最
終

年
に
あ
た
り
、
農
業
委
員
会
組
織
が
全
国

運
動
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
農
地
利
用

の
最
適
化
へ
の
取
り
組
み
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
今
後
の
取
り
組
み
を
加
速
さ
せ

る
た
め
の
研
修
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。
「
農
地
利
用
の
最
適
化
に
向

け
て
」
と
題
し
全
国
よ
り
三
つ
の
農
業
委

員
会
よ
り
事
例
発
表
を
し
て
い
た
だ
き
、

そ
の
後
の
決
議
と
し
て

　
一
号
議
案
　
「
新
・
農
地
を
活
か
し
、

担
い
手
を
応
援
す
る
全
国
運
動
」
の
総
括

と
新
た
な
運
動
の
展
開
の
推
進
に
関
す
る

申
し
合
わ
せ
決
議

　
二
号
議
案
　
「
情
報
提
供
活
動
」
の
一

層
の
強
化
に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
決
議

　
要
請
決
議
　
　
農
地
利
用
の
最
適
化
に

向
け
た
施
策
推
進
に
関
す
る
要
請
決
議

を
満
場
一
致
で
推
進
な
ら
び
に
政
府
、
国

会
に
要
請
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
千
代
田
区
の
「
ル
ポ
ー
ル
麹

町
」
に
会
場
を
移
し
秋
田
県
選
出
国
会
議

員
要
請
集
会
が
開
催
さ
れ
、
平
成
三
十
年

度
秋
田
県
農
業
委
員
大
会
の
決
議
事
項
の

要
請
、
各
市
町
村
か
ら
問
題
点
の
改
善
を

要
請
し
ま
し
た
。

　
大
潟
土
地
改
良
区
、
大
潟
村
農
協
の
ご

協
力
の
も
と
今
年
も
七
月
と
十
一
月
に
管

内
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
お
り

ま
す
。
自
己
保
全
申
請
と
称
し
た
不
作
付

け
農
地
も
年
々
減
少
し
て
は
い
ま
す
が
改

善
さ
れ
て
い
な
い
場
所
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
今
後
と
も
改
善
に
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
農
業
委
員
会
で
は
昨
年
ま
で
青
年
層
の

結
婚
支
援
と
し
て
異
業
種
交
流
事
業
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。
併
せ
て
村
当
局
も
行
っ

て
い
た
婚
活
事
業
を
本
年
度
よ
り
統
合
し

て
役
場
庁
舎
内
に
「
大
潟
村
ポ
ル
ダ
ー
結

婚
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
い
た
し
ま
し

た
。
セ
ン
タ
ー
長
に
工
藤
副
村
長
が
就
任

さ
れ
、
私
が
加
盟
団
体
連
絡
協
議
会
会
長

を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
年
間
、
四
事
業

を
予
定
し
、
現
在
、
三
回
目
の
開
催
で
前

年
を
上
回
る
青
年
男
女
の
参
加
を
頂
き
、

お
付
き
合
い
も
続
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

専
任
の
職
員
も
配
置
し
て
い
た
だ
き
日
々

企
画
運
営
に
励
ん
で
い
ま
す
。
よ
り
多
く

の
方
の
出
会
い
の
場
と
な
れ
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　
結
び
に
農
業
情
勢
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変

化
し
て
行
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
時
代
で

す
が
皆
様
に
よ
り
的
確
な
情
報
提
供
の
窓

口
と
し
て
、
委
員
、
事
務
局
共
々
務
め
て

ま
い
り
ま
す
。
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
し
て
新
年
の
ご
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。
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本
年
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よ
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し
く
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本
年
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ろ
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く

   

お
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し
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年
頭
の
あ
い
さ
つ
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長  

　
大 

島  

和 

夫

(2)



平成30年度
秋田県農業会議会長表彰

永年勤続農業委員会委員（５期：15年）
　11月１日、秋田市文
化会館で行われた秋田県

農業委員会大会において、

埴生会長職務代理者が永

年勤続農業委員会委員と

して表彰されました。

　平成16年10月より農業
委員として、また平成22
年10月からは会長職務代
理者として尽力いただい

ております。今回任期中に通算15年を迎え
ることから表彰規定により表彰されました。

これからもよろしくお願いします。

埴生　望
職務代理

(3) 秋田県農業委員大会報告

　
平
成
30
年
11
月
1
日
、
秋
田

市
文
化
会
館
に
於
い
て
、
第
62

回
秋
田
県
農
業
委
員
大
会
が
県

内
約
６
０
０
名
の
農
業
委
員
の

参
加
の
も
と
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
大
会
は
、
県
内
す
べ
て
の
農

業
委
員
会
が
新
体
制
に
移
行
し

て
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　
は
じ
め
に
、
主
催
者
で
あ
る

二
田
孝
治
秋
田
県
農
業
会
議
会

長
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

続
い
て
、
永
年
勤
続
農
業
委
員

会
会
長
・
委
員
の
表
彰
等
が
あ

り
ま
し
た
。
大
潟
村
農
業
委
員

会
よ
り
、
埴
生
職
務
代
理
者
が

永
年
農
業
委
員
の
表
彰
を
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。
５
期
15
年
の
永

年
勤
続
の
表
彰
で
す
が
、
埴
生

職
務
代
理
者
は
大
潟
村
農
業
委

員
会
を
け
ん
引
し
て
く
だ
さ
る

方
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
ご

尽
力
い
た
だ
き
、
ま
た
私
た
ち

の
ご
指
導
を
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
し
た
。

　
次
に
議
事
に
入
り
、
議
案
第

１
号
「
農
地
利
用
の
最
適
化
の

推
進
に
関
す
る
要
請
」
、
議
案

第
２
号
「
地
域
の
未
来
を
描

く
！
あ
き
た
農
地
利
用
最
適
化

１
・
２
・
３
運
動
を
や
り
遂
げ

る
た
め
の
申
し
合
わ
せ
」
、
議

案
第
３
号
「
農
業
者
年
金
の

加
入
推
進
に
関
す
る
申
し
合
わ

せ
」
の
審
議
が
あ
り
ま
し
た
。

　
政
府
は
、
農
業
の
将
来
に
わ

た
る
持
続
的
な
発
展
を
目
指
し

て
策
定
し
た
「
農
業
競
争
強
化

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
基
づ
く
農
業

の
成
長
産
業
化
、
競
争
力
強
化

に
向
け
た
様
々
な
取
り
組
み
を

進
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
有
効

に
機
能
さ
せ
て
い
く
に
は
、
経

営
感
覚
に
優
れ
た
担
い
手
の
育

成
・
確
保
を
基
本
に
、
農
業
の

生
産
コ
ス
ト
削
減
や
収
益
性
の

向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
議
案
第
１
号
の
要
請

は
、
農
地
利
用
の
最
適
化
推
進

施
策
等
の
改
善
に
向
け
、
本
県

農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
が
日
常
の
活
動
で
直

面
し
た
課
題
や
地
域
農
業
者
か

ら
の
意
見
等
に
つ
い
て
取
り
ま

と
め
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
要

請
の
中
に
、
大
潟
村
農
業
委
員

会
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
も
反
映

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　
ま
た
「
農
地
利
用
最
適
化
推

進
１
・
２
・
３
運
動
」
は
、
地

域
の
貴
重
な
資
源
で
あ
る
農
地

の
確
保
と
有
効
利
用
を
進
め
、

将
来
に
引
き
継
い
で
行
く
た
め

の
取
り
組
み
を
、
三
段
階
に
分

け
て
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
大

潟
村
農
業
委
員
会
と
し
て
も
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。

　
提
出
さ
れ
た
全
て
の
議
案
が

満
場
一
致
で
議
決
さ
れ
、
そ
の

後
前
年
度
の
農
業
委
員
会
大
会

決
議
事
項
の
経
過
概
要
の
説
明

が
あ
り
、
今
年
度
の
大
会
宣
言

の
後
、
出
席
者
全
員
で
力
強
く

「
が
ん
ば
ろ
う
」
を
三
唱
し
て
、

閉
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
本
年
は
、
米
政
策
の
大
転
換

と
な
る
生
産
調
整
の
大
幅
な
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
稲
作

中
心
の
大
潟
村
に
と
っ
て
は
、

少
な
か
ら
ず
影
響
が
出
て
く
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
大
潟
村
の
貴

重
な
資
源
で
あ
る
農
地
・
農
業

を
、
将
来
に
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
が
、
私
た
ち
農
業
委
員
会

の
責
務
の
一
つ
だ
と
強
く
感
じ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
為
に
、
皆

様
か
ら
の
意
見
を
こ
れ
か
ら
の

農
業
に
反
映
し
て
い
け
る
よ
う
、

農
業
委
員
の
職
責
を
果
た
し
て

ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

委
　
員
　
　
小
　
林
　
信
　
之
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(4)「農地等の利用の最適化の推進」に関する要請

「農地等の利用の最適化の推進」に関する要請
　政府は、農業の将来にわたる持続的な発展を目指して策定した、「農業競争力強化プログラム」
に基づく農業の成長産業化、競争力強化に向けた様々な取り組みを進めている。
　これらを有効に機能させていくためには、経営感覚に優れた担い手に育成・確保を基本に、農業
の生産コスト削減や収益性の向上を図っていく必要がある。
　こうした中、本県ではこの７月をもって全ての農業委員会が新体制に移行したところであり、我
が組織に課せられた使命である「農地利用の最適化」の実現に向け、農業委員と農地利用最適化推
進委員が一丸となって更なる取り組みの強化を図っているところである。
　本要請は、農地利用の最適化推進施策等の改善に向け、農業委員と農地利用最適化推進委員が日
常の活動で直面した課題や地域の農業者からの意見等についてとりまとめたものである。

その他、議案として
○「地域の未来を描く！あきた農地利用最適化推進１・２・３運動」をやり遂げるための申し合わせ
○農業者年金の加入推進に関する申し合わせ
が提出され、全会一致をもって決議されました。

Ⅰ 担い手への農地集積・集約化の推進

１　機構集積協力金の継続と運用改善

２　農地台帳の整備に向けた取組強化

３　農業農村整備対策の促進

４　相続未登記農地等への対応策の検討

５　非農地判定した農地の整備・活用

Ⅲ 米政策への対応

　１　 需要に応じた米生産を推進するた
めの新たな政策の確立

　２　水田利活用対策の充実

★３　農産物検査法の見直し

　４　主要農産物種子の安定供給

Ⅳ 中山間等地域対策

１　 中山間等地域農業の所得向上と活性
化対策の強化

２　鳥獣被害対策の強化

Ⅱ 農業経営・担い手育成対策

１　農業経営の体質強化と競争力強化
　①持続可能な畑作・野菜政策の確立
★②スマート農業の推進に関する支援
　③農家規模にマッチする支援策の導入

２　新規就農の定着・人材育成の強化

Ⅴ 毅然とした国際農業交渉への対応

Ⅵ 農地利用の最適化を進める農業委員会等
の体質強化

★大潟村農業委員会の要請事項

【大会宣言】
　本県農業は、農地中間管理事業の進展による農地の利用集積とともに、大規模生産拠点の整備等に
より園芸品目や肉用牛などの生産拡大が進み、長年の課題であった構造改革が着実に進展している一
方で、人口減少や高齢化の進展等による農業労働力不足、中山間地域での耕作放棄地の増加など、将
来に向けて大きな不安を抱えている状況にある。
　農業委員会としても「人・農地・経営」対策を担う組織として、これら課題の解決に向け、使命で
ある「農地利用の最適化」の実現に向けた活動を一層強化し、目に見える具体的な成果を一つ一つ打
ち立てていくことが求められている。
　このため、我々農業委員及び農地利用最適化推進委員は地域農業のけん引役としての自覚を持ち、
更なる現場活動の徹底により、「地域の未来を描く！あきた農地利用最適化運動１・２・３運動」を
精力的に推進し、地域の期待に応えていかなければならない。
　本日ここに、我々農業委員会は、「農地利用の最適化の推進」に関する養成を決議した。
　我々は、本大会を機に決意を新たにし、農業者の声を届け、地域農業の維持・発展と農村の振興に
向けて、総力を結集して邁進することをここに宣言する。

　平成30年11月１日
平成30年度秋田県農業委員会大会



し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
農
地
が
荒
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
隣
接
す
る
圃
場
に
迷
惑
を

か
け
る
ば
か
り
か
、
畦
畔
の
雑

草
の
過
繁
茂
に
よ
り
病
害
虫
の

発
生
が
助
長
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
、
ま
た
そ
れ
が
原
因
で
ご
み

の
不
法
投
棄
の
発
生
に
も
な

り
か
ね
ま
せ

ん
。
く
れ
ぐ

れ
も
そ
の
よ

う
な
状
況
に

な
ら
な
い
よ

う
、
皆
さ
ん

と
と
も
に
注

意
し
て
い
け

れ
ば
と
思
い

ま
す
。

　
年
々
、
農

業
従
事
者
の

高
齢
化
、
後

継
者
不
足
が

進
む
農
業
情

勢
で
は
、
全

国
的
な
問
題

と
し
て
こ
の

あ
と
も
荒
廃

農
地
の
増
加

が
懸
念
さ
れ

ま
す
。

　
農
業
委
員
会
も
こ
の
大
潟
村

が
そ
の
よ
う
な
状
況
と
な
ら
な

い
よ
う
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や
農
家

の
皆
さ
ん
の
助
言
を
通
し
て
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
の
確
認
等
が
主
な
活
動
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
村
内
農
地
に
関
し
て
は
、
所

属
す
る
農
地
部
会
員
に
限
ら
ず
、

我
々
農
業
委
員
は
土
地
改
良
区
、

Ｊ
Ａ
の
協
力
を
得
な
が
ら
毎
年

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
昨
年
も
７
月
と
11
月
の
２
回
、

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
し

た
。

　
パ
ト
ロ
ー
ル
を
し
て
思
う
こ

と
で
す
が
、
村
内
入
植
地
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
周
辺
増

反
地
の
、
特
に
堤
防
沿
い
に
面

し
た
圃
場
に
自
己
保
全
と
称
し

た
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
農
地
が

散
見
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ハ
ウ
ス
団
地
は
前
年

に
整
備
、
適
正
管
理
さ
れ
た
場

所
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
だ
手

が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
文
書

に
よ
り
改
善
・
協
力
を
お
願
い

　
改
正
農
業
委
員
会
法
の
施
行

か
ら
３
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
と
の
変
更
点
の
一
つ

に
「
農
地
利
用
最
適
化
推
進
員

の
設
置
」
と
い
う
項
目
が
あ
り

ま
す
。

　
全
国
的
に
増
加
し
つ
つ
あ
る

遊
休
農
地
の
解
消
、
発
生
防

止
を
推
進
し
、
農
地
を
農
地
と

し
て
利
用
す
る
た
め
委
嘱
さ
れ
、

活
動
す
る
方
々
が
そ
れ
に
当
た

り
ま
す
。

　
大
潟
村
の
場
合
は
、
集
積
率

が
高
い
こ
と
か
ら
、
設
置
す
る

条
件
に
合
致
し
な
い
と
し
て
推

進
員
は
置
か
な
い
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　
所
属
す
る
農
地
部
会
は
農
地

に
関
す
る
境
界
や
紛
争
、
適
正

大
潟
村
農
業
委
員
会
農
地
部
会
長
　
村
　
上
　
孝
　
憲

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て

　
〜
改
正
農
業
委
員
会
法
の
施
行
か
ら
３
年
〜

(5) 農地部会の活動

農地を相続した場合は、届出が必要です!!農地を相続した場合は、届出が必要です!!

   農地法の改正により、相続によって農地を取得した方は、その農地

がある農業委員会への届出が必要です。忘れずに届出をしてください。

  なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません

ので、ご注意ください。

問い合わせは農業委員会(℡45-3654)まで



　
農
業
委
員
会
は
、
公
的
に
認

め
ら
れ
た
唯
一
の
農
業
・
農
業

者
を
代
表
す
る
機
関
で
す
。
つ

ま
り
、
農
地
の
権
利
調
整
や
農

業
経
営
の
合
理
化
な
ど
農
業
振

興
に
つ
い
て
の
審
議
、
農
業
・

農
業
者
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な

問
題
・
課
題
に
つ
い
て
の
意
見

の
公
表
、
市
町
村
長
を
は
じ
め

と
す
る
「
行
政
庁
」
へ
の
建
議

の
実
施
、
あ
る
い
は
そ
の
諮
問

に
応
じ
て
答
申
す
る
と
い
う
、

農
業
や
農
業
者
に
関
す
る
す
べ

て
の
事
項
に
わ
た
る
広
範
な
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
委
員
会
は
農
政
の

普
及
推
進
を
図
る
役
割
を
担
っ

て
い
ま
す
。
農
業
委
員
会
に
関

す
る
法
律
で
は
、
「
農
業
及
び

農
民
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行

う
こ
と
」
を
農
業
委
員
会
の
役

割
と
し
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
農
業
委
員
会
に
お
い

て
も
各
種
の
事
業
推
進
（
例
え

ば
こ
の
広
報
の
編
集
、
発
行
）

や
日
常
の
相
談
活
動
な
ど
に
よ

っ
て
、
農
業
者
に
対
す
る
農
政

の
普
及
推
進
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
毎
年
種
苗
交
換
会
開
催
中
に

実
施
さ
れ
る
農
業
委
員
会
大
会

に
お
い
て
県
内
25
市
町
村
の
要

望
や
陳
情
を
、
国
に
対
し
て
行

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
農
政
部
会
で
は
審
議
し

て
い
ま
す
。（
Ｐ
４
★
印
参
照
）

　
農
政
に
関
す
る
全
般
的
・
広

範
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

農
政
部
会
と
し
ま
し
て
は
、
農

業
者
の
意
見
を
行
政
に
、
行
政

の
情
報
を
農
業
者
へ
と
い
う
橋

渡
し
の
役
を
担
っ
て
ま
い
り
ま

す
の
で
今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

大
潟
村
農
業
委
員
会
農
政
部
会
長
　
土
　
井
　
博
　
文

農 
政 

部 

会 

の 

活 

動

(6)農政部会の活動

全
国
農
業
新
聞
は

農
業
者
の
利
益
代
表
機
関
で
あ
る

農
業
委
員
会
系
統
組
織
の
機
関
紙
で
す
。

農
業
者
の
立
場
に
立
っ
て
編
集
・
発
行
し
て
い
る

〝
農
家
の
た
め
の
情
報
誌
〞で
す
。

│ 

農
業
・
農
政
の
情
報
紙 

│

全
国
農
業
新
聞
を

購
読
し
ま
し
ょ
う
！！

７
０
０

配
分
農
地
の
市
町
村
間

所
有
権
移
動
状
況
31.1.1現在

単位：ha

町村名 配分当初
面　　積 現有面積 前年面積 増　減

（通算）
単年度
増　減

大潟村 8,975 9,321 9,292 346 29
男鹿市 675 536 546 △ 139 △ 10
旧山本町 12 13 13 1 0
旧琴丘町 328 297 309 △ 31 △ 12
旧八竜町 541 438 440 △ 103 △ 2
八郎潟町 446 356 363 △ 90 △ 7
その他 0 16 14 16 2
計 10,977 10,977 10,977 － －

　平成30年１月から12月までに締結(公告）
された賃貸借における賃借料水準（10a当た
り）は、右記のとおりとなっています。
　農地法の改正に伴い、これまでの標準小作
料制度が廃止されたことから、これに代わる
ものとして、農地（周辺増反地は除く）の賃
貸借の実勢価格を毎年提供しています。
　周辺増反地については、農業委員会事務局
までお問い合わせください。

（単位：円/10a）

※データは平成30年1月～１２月集計数値
※データ数59件の単純平均値

賃
借
料

 平均額 最高額 最低額

 30,700 35,000 28,606

◎農地の賃貸料情報
　平成30年１月から12月までに締結(公告）

◎農地の賃貸料情報◎農地の賃貸料情報



(7) 農地中間管理事業

農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業

貸し手
（農地所有者）

分散した農地
担い手ごとに
集約した農地
担い手ごとに
集約した農地

借り手
（担い手）

借受け 貸付け
（転貸）

農地中間管理機構
（秋田県農業公社）

＜農地中間管理事業＞
①受け手希望者の公募
②農地を借受け（農地中間管理権）
③農地管理
　必要な場合は簡易な基盤
　整備等を実施
④貸付けは、担い手が作業し
　やすいよう集約化に配慮

市町村、
農業委員会
へ相談

農用地利用
配分計画
（知事の認可）

公
社
が
借
受
け
る

農
用
地
等
に
つ
い
て

○機構が借受ける農用地等は、農業振興地域内に限ります。
○借受期間は、原則10年以上とします。
○機構は、簡易な基盤整備事業を支援します。
　機構へ10年以上の期間で貸付けのあった農地については、借り手の希望により、畦畔除去や暗渠排
水といった簡易な基盤整備事業を実施できます。

○再生が著しく困難な遊休農地や、借り手がなかなか見つからない又は所有権以外の権利が設定され
ている農地は借入れできない場合があります。

○借受希望者の規模拡大や分散錯圃の解消に資すること
○すでに効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者の経営を妨げないこと
○新規参入者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるよう配慮すること
○地域農業の健全な発展を旨とし、借受希望者のニーズをふまえて公平・適正に調整すること
○借入地の交換、隣接地、集落営農組織が法人化して利用する場合などを優先
○借受け希望の条件や、「人・農地プラン」の内容などを総合的に勘案

貸付先
決定ルールに

ついて

大潟村の状況
（平成31年１月１日現在）

借　受
希望者

 地域 経営体

 大潟村内 50件

 大潟村外 60件

貸　付
希望者

 地域 経営体

 大潟村内 0件

 大潟村外 0件

平成30年度事業

農業後継者
　がいない

高齢で農作業が
できない

　　経営規模を
拡大したい！

新規に農業に　　
取り組みたい！



農地情報をインターネットで公開しています。
　農地法の改正により、農業委員会の農地台帳が法定化されたことに伴い、平成27年４月１日か
ら農地の情報が閲覧できるようになりました。閲覧はインターネットで全国農業会議所が提供す
る「全国農地ナビ」にて閲覧できます（インターネットによる閲覧は項目に制限があり
ます）新しく農業を始める方や農業の規模拡大を希望する方は「全国農地ナビ」をご活
用ください。

全国農地ナビ→ https://www.alis-ac.jp/

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
!! 

詳
し
く
は
同
時
配
布
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
下
さ
い
。

◎定例総会・全員協議会

 1月 10日 第１回農業委員会定例総会・全員協議会
 2月 2日 第２回農業委員会定例総会・全員協議会
 3月 2日 第３回農業委員会定例総会・全員協議会
 4月 3日 第４回農業委員会定例総会・全員協議会
 5月 2日 第５回農業委員会定例総会・全員協議会
 6月 4日 第６回農業委員会定例総会・全員協議会
 7月 2日 第７回農業委員会定例総会・全員協議会
 8月 2日 全員協議会
 8月 20日 全員協議会
 9月 6日 第８回農業委員会定例総会・全員協議会
 10月 3日 全員協議会
 11月 5日 第９回農業委員会定例総会・全員協議会
 12月 4日 第10回農業委員会定例総会・全員協議会

◎農地パトロール

 7月 2日 農地パトロール（農業委員・土地改良区・農協）
 11月 5日 農地パトロール（農業委員・土地改良区・農協）

◎部会の開催

 1月 10日 農政部会（平成30年農業委員だより発行等）
 1月 19日 平成30年農業委員だより発行
 1月 26日 農地部会（利用意向調査結果報告等）
 8月 17日 農政部会（秋田県農業委員会大会要望・要請事項）
 11月 21日 農地部会（利用意向調査対象者確認等）
 11月 21日 農政部会（平成31年農業委員だより発行等）
 12月 21日 農政部会（平成31年農業委員だより発行等）

◎ドキワク・異業種交流会

 1月 25日 異業種交流会会議
 2月 3日 異業種交流会の集い
    （交流パーティー：ホテルサンルーラル）

 3月 19日 異業種交流会会議
 4月 1日 大潟村ポルダー結婚支援センターに事務移管

◎農業会議・秋田中央地区農業委員会会長会関係

 1月 25日 秋田県農業会議第22回常設審議委員会
 2月 21日 市町村農業委員会会長・事務局長会議
 2月 26日 秋田県農業会議第23回常設審議委員会
 3月 23日 秋田県農業会議第24回常設審議委員会
 4月 25日 秋田県農業会議第25回常設審議委員会
 4月 25日 秋田中央地区農業委員会会長会通常総会
 5月 25日 秋田県農業会議第26回常設審議委員会
 5月 30日  平成30年度全国農業委員会会長大会及び秋田県選出

国会議員要請集会・中央地区会長会研修会（～6/1）
 6月 26日 秋田県農業会議通常総会・市町村会長会議
 6月 26日 秋田県農業会議第27回常設審議委員会
 7月 25日 秋田県農業会議第28回常設審議委員会
 7月 31日 全県農業委員・農地利用最適化推進委員研修会
 8月 25日 秋田県農業会議第29回常設審議委員会
 9月 12日  平成30年度市町村農業委員会会長、会長職務代理

者、事務局長会議

 10月 25日 秋田県農業会議第31回常設審議委員会
 11月 1日 平成30年度秋田県農業委員大会（秋田市）
 11月 26日 秋田県農業会議第32回常設審議委員会
 11月 29日  農業者年金加入推進セミナー・農業委員会会長代表

者集会（～30日）
 12月 18日 秋田県農業会議第33回常設審議委員会

◎関連事業関係

 1月 10日  農業委員研修会（農業委員会主催／講師：農業公社
依頼税理士）

   ・相続、贈与について
 2月 14日 大潟村外周辺４市町農業委員会連絡協議会
 2月 16日  大潟村農作業標準作業料金改訂に伴う受託組合との

会議

 2月 20日 大潟村４団体連絡協議会

農業委員会の活動のあらまし （平成30年1月～平成30年12月）

(8)農業委員会１年間の活動等

圃場内に農舎等を
建てる場合は
許可が必要です

■問合せ：農業委員会(℡45-3654)

　農地転用（農舎等の農業用施設・既設用地の拡張等）につ

いては、事前に相談してください。なお、許可のない農地転

用については原状回復等の措置が講じられますので注意して

ください。転用許可申請書に添付する書類等詳細については

お問い合わせ下さい。




